
大田市公共料金に関する審議会 次第 

 

日 時 令和 5 年 11 月 28 日 (火 ) 13：30 開会  

場 所 大田市衛生処理場会議室  

 

１．開 会  

 

 

２．会長あいさつ  

 

 

３．議 題  

１）大田市廃棄物の処理及び再生利用等の促進に関する条例に定め

る手数料について  

 

 

 

 

 

 

 

 

２）その他  

 

 

 

 

 

 

 

 

４．閉 会  



大田市公共料金に関する審議会  委員名簿  

 所 属  氏 名  備 考  

1 公立大学法人島根県立大学  村山 誠   

2 大田商工会議所  藤原 明美   

3 銀の道商工会  佐野 史朗   

4 社会福祉法人大田市社会福祉協議会  井戸 知子   

5 大田市青年協議会  渡邊 徹   

6 大田市自治会連合会  和田 徹   

7 島根県農業協同組合石見銀山地区本部  高橋 恒子   

8 温泉津女子会  渡利 章香   

9 仁摩女  浅原 ひろみ   

10 大田友の会  南良原  悦子   

 

事務局  

環境生活部長  藤原 和弘   

環境政策課長  山本 幸夫   

環境政策課  課長補佐  藤山 誠一   

環境政策課  環境保全係長  中原 崇之   

環境政策課  衛生処理場長  坂野 孝明   

環境政策課  衛生処理場  場長補佐  橘 博之   

 



資料１ 

第 1 回審議会の追加資料等について 

 

 

 

①他の使用料・手数料における負担額の算定ルール等 

1）施設使用料の考え方 

大田市使用料及び手数料の見直しに関する基本方針により設定。市内まちセン・体育施設

（各地区体育館など）・市民会館等の文化施設などの使用料等を改正する際に定めたもの

（直近では令和 6 年 4 月からの使用料変更。定期的に見直しを行う） 

 

算定ルール：原価算定方式（施設ごとに人件費・物件費・減価償却費の総費用を、貸出

面積や貸出時間で割り、1 ㎡・1 時間当たりの単価を算出。考慮し積算 

そ の 他：積算額が現行額を大幅に上回る場合は、現行額の 1.3 倍の範囲内で定め、

その額の 100 円未満を四捨五入する。 

100 円単位とし最低料金を 200 円とする。 

除 外 費 用：土地取得費やその年度のみの一時的・臨時的に要した費用（通常のサービ

スを提供するのに直接関連しない費用など）が原価に含めない。 

 

 

2）大田市下水道使用料の考え方 

下水道の使用料については、原則として原価を超えないものとし、排出量に応じた従量制

となっている。 

国の示す水準（目安）は、汚水処理原価が 1 ㎥あたり 150 円（税抜き）を下回る自治体に

あっては 150 円まで引き上げるよう示されている。なお、汚水処理原価がこの額を下回

る場合はその額としている。 

 

算定ルール：上記を元とし、1 ㎥あたり 150 円（税込 165 円） 

そ の 他：市設置型浄化槽も同額の使用料を徴収 

除 外 費 用：受益が特定できない経費（雨水処理費など）は処理原価の対象経費とはし

ない。 

 

 

②現在の指定袋等の負担割合について 

第 2 回審議会（本日）の資料に添付 

 














